
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅴ-② 保育所 
 （入所児処遇） 



入所児処遇（保育所） １ 

Ⅴ－② 社会福祉施設（入所児処遇関係）保育所 

事  項 内  容 解  説 根 拠 法 令 等 書 類 等 

１ 職員配置状況 

(1) 所長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 保育士 

 

所長は、各種通知に示さ

れている経験、又は専門知

識を有する者であること。

また、２以上の施設若しく

は他の事業と兼務すること

なく、専任とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 保育士は、配置基準を下

回らないこと。 

 

 

(1) 保育所長は、専任で各種通知に示されている経験、又は専門

知識を有資格の者であること。 

(2) 所長設置加算を適用されている保育所については、施設

長の資格、勤務条件等が基準に適合すること。 

(3) 社会福祉法人においては、保育所長の任免は理事会での

承認が必要であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 保育士の数は、乳児おおむね３人につき１人以上、満１

歳以上満２歳に満たない幼児おおむね５人につき１人以

上、満２歳以上満３歳に満たない幼児おおむね６人につき

１人以上、満３歳以上満４歳に満たない幼児おおむね２０

人につき１人以上とすること。 

ただし、保育所１につき２人を下ることはできないこと。 

(2) 具体的な配置基準については次のとおりであること。 

ただし、定員９０人以下の施設ではこの定数のほか保育

士１人を加配、定員９１人以上の施設では非常勤（パート）

１人を加配すること。 

【保育士の配置基準】 

 保育士の数＝（０歳児／３）＋（１歳児／５）＋（２歳児

／６）＋（３歳児／２０）＋（４歳以上児／３０） 

※ 定数については通分して小数点第１位を四捨五入する

こと。 

 

◎社会福祉法 第６６条 

社会福祉施設には、専任の管理者を置かなければならない。 

◎特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の改正に伴う実施上の留意事項

について（平成28 年8月23日府子本第571号、28文科初第727号、雇児発0823第1 号

連名通知）別紙2-Ⅳ-2  

Ⅳ 加減調整部分 

２．施設長を配置していない場合（⑯） 

（１）調整の適用を受ける施設の要件 

Ⅱの１（２）の（イ）ⅰの（注）の要件を満たす施設長を配置※していない施

設に適用する。 

※ ２以上の施設又は他の事業と兼務し、施設長として職務を行っていない者

は欠員とみなされ、要件を満たす施設長を配置したこととはならないこと。 

 

Ⅱの１（２）の（イ）ⅰの（注） 

     施設長は児童福祉事業等に２年以上従事した者又はこれと同等以上の能力

を有すると認られる者で、常時実際にその施設の運営管理の業務に専従し、

かつ委託費からの給与支出がある者とする。 

＜児童福祉事業等に従事した者の例示＞ 

児童福祉施設の職員、幼稚園・小学校等における教諭、市町村等の公的機

関において児童福祉に関する事務を取り扱う部局の職員、民生委員・児童委

員の他、教育・保育施設又は地域型保育事業に移行した施設・事業所におけ

る移行前の認可外保育施設の職員等 

＜同等以上の能力を有すると認められる者の例示＞ 

公的機関等の実施する施設長研修等を受講した者等 

 

◎市条例第６４号 第４８条 

   保育所には、保育士、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務

の全部を委託する施設にあっては、調理員を置かないことができる。 

２ 保育士の数は、乳児おおむね３人につき１人以上、満１歳以上満２歳に満たない幼児

おおむね５人につき１人以上、満２歳以上満３歳に満たない幼児おおむね６人につき１

人以上、満３歳以上満４歳に満たない幼児おおむね２０人につき１人以上、満４歳以上

の幼児おおむね３０人につき１人以上とする。ただし、保育所１施設につき２人を下る

ことはできない。 

◎特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の改正に伴う実施上の留意事項

について（平成28 年8月23日府子本第571号、28文科初第727号、雇児発0823第1 号

連名通知）別紙2-Ⅱ-1-(2)-(ア) 

基本分単価における必要保育士数は以下のⅰとⅱを合計した数であること。 

また、これとは別に非常勤の保育士が配置されていること。 

ⅰ 年齢別配置基準（※） 

４歳以上児30 人につき１人、３歳児20 人につき１人、１、２歳児６人につき１ 

 

労働者名簿 

履歴書 

出勤簿 
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２ 保育士は、原則として、

常勤勤務する者で確保す

ること。 

 

３ 主任保育士の専任加

算は、対象事業を実施

する場合に認められる

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最低基準上の保育士定数は、子どもを長時間にわたって保育で

きる常勤の保育士をもって確保することが原則であり、望ましい

こと。 

 

主任保育士専任加算が適用される施設においては、保護者

や地域住民からの育児相談、地域の子育て支援活動等に積極

的に取り組むこと。 

ア 延長保育事業 

イ 一時預り事業 

ウ 病児保育事業 

エ 乳児が3人以上利用している施設 

オ 障害児が1人以上利用している施設 

 

 

 

 

人、乳児３人につき１人 

（注１）ここでいう「４歳以上児」、「３歳児」、「１、２歳児」及び「乳児」とは、

年度の初日の前日における満年齢によるものであること。 

（注２）確認に当たっては以下の算式によること。 

＜算式＞ 

｛４歳以上児数×1/30（小数点第１位まで計算（小数点第２位以下切り捨て））｝ 

＋｛３歳児数×1/20（同）｝＋｛１、２歳児数×1/6（同）｝＋｛乳児数×1/3（同）｝ 

＝配置基準上保育士数（小数点以下四捨五入） 

ⅱ その他（※） 

ａ 利用定員90 人以下の施設については１人 

ｂ 保育標準時間認定を受けた子どもが利用する施設については１人（注１） 

ｃ 上記ⅰ及びⅱのａ、ｂの保育士１人当たり、研修代替保育士として年間２日分の

費用を算定（注２） 

（注１）施設全体の利用定員に占める保育標準時間認定を受けた子どもの人数の割

合が低い場合は非常勤の保育士としても差し支えないこと。 

（注２）当該費用については、保育士が研修を受講する際の受講費用や、時間外に

おける研修受講の際の時間外手当等に充当しても差し支えないこと。 

（※）保育士には、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和23年厚生省令

第63号。以下「児童福祉施設設備運営基準」という。）附則第95条、第96条及び

児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令（平成10年厚生省令第51号）附則第

２条に基づいて都道府県（指定都市及び中核市を含む。以下同じ。）が定める条例

に基づき保育士とみなされた者を含む。 

 

◎特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の改正に伴う実施上の留意事項

について（平成28 年8月23日府子本第571号、28文科初第727号、雇児発0823第1 号

連名通知）別紙2-Ⅵ-1-（1） 

主任保育士を保育計画の立案等の主任業務に専任させるため、基本分単価（⑥）及

び他の加算等の認定に当たって求められる「必要保育士数」を超えて代替保育士（注1）

を配置し、以下の事業等を複数実施する施設に加算する。 

なお、当該加算が適用される施設においては、保護者や地域住民からの育児相談、

地域の子育て支援活動等に積極的に取り組むこと。 

ⅰ 延長保育事業（子ども・子育て支援交付金の交付に係る要件に適合するもの及び

これと同等の要件を満たして自主事業として実施しているもの。ただし、当該要

件を満たした月以降の各月においては、同一年度内に限り、事業を実施する体制

が取られていることをもって当該要件を満たしているものと取り扱う。） 

ⅱ 一時預かり事業（一般型）（子ども・子育て支援交付金に係る要件に適合してお

り、かつ、月の平均対象子どもが１人以上いるもの（年度当初から事業を開始す

る場合は５月において当該要件を満たしていることをもって４月から当該要件を

満たしているものと取り扱う。）。ただし、当該要件を満たした月以降の各月にお

いては、同一年度に限り、事業を実施する体制が取られていることをもって当該

要件を満たしているものと取り扱う。）ただし、当分の間は平成21年６月３日雇 
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 (3) 調理師等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 保育士は、必要な資格を

有すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 調理師等は、配置基準を

下回らないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 保育士とは、保育士登録を受け、保育士の名称を用いて、

専門的知識及び技術をもつて、児童の保育及び児童の保護

者に対する保育に関する指導を行う者であること。 

(2) 次のいずれかに該当する者は、保育士となる資格を有す

ること。 

ア 厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校その他

の施設（以下「指定保育士養成施設」という。）を卒業し

た者  

イ 保育士試験に合格した者  

 

 

定員に対する調理員等の配置基準は、次のとおりであること。 

ア 定員４０人以下の保育所：１人 

イ 定員４１人～１５０人の保育所：２人 

ウ 定員１５１人以上の保育所：３人 

 

 

 

 

 

 

 

 

児発第0603002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知｢『保育対策等促進事業

の実施について』の一部改正について」以前に定める一時保育促進事業の要件を

満たしていると認められ、実施しているものも含むこととされること。 

ⅲ 病児保育事業（子ども・子育て支援交付金に係る要件に適合するもの及びこれ

と同等の要件を満たして自主事業として実施しているもの。） 

ⅳ 乳児が３人以上利用している施設（月の初日において乳児が３人以上利用して

いる月から年度を通じて当該要件を満たしているものとする。） 

ⅴ 障害児（軽度障害児を含む。）（注２）が１人以上利用している施設（月の初日

において障害児が１人以上利用している月から年度を通じて当該要件を満たし

ているものとする。） 

（注１）児童福祉施設最低基準附則第95条、第96条及び児童福祉施設最低基準の

一部を改正する省令（平成10年厚生省令第51号）附則第２条により保育士

とみなされる者を含む。 

（注２）市町村が認める障害児とし、身体障害者手帳等の交付の有無は問わない。

医師による診断書や巡回支援専門員等障害に関する専門的知見を有する者に

よる意見提出など障害の事実が把握可能な資料をもって確認しても差し支え

ない。 

 

◎児童福祉法 第１８条の１８ 

１ 保育士となる資格を有する者が保育士となるには、保育士登録簿に、氏名、生年月日

その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。 

 

◎児童福祉法 第１８条の６ 

次の各号のいずれかに該当する者は、保育士となる資格を有する。  

一  厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設（以下「指定保育士養

成施設」という。）を卒業した者  

二  保育士試験に合格した者  

 

 

◎市条例第６４号 第４８条 

   保育所には、保育士、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務

の全部を委託する施設にあっては、調理員を置かないことができる。 

◎特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の改正に伴う実施上の留意事項

について（平成28 年8月23日府子本第571号、28文科初第727号、雇児発0823第1 号

連名通知）別紙2-Ⅱ-1-(2)-(イ)-ⅱ 

利用定員40 人以下の施設は１人、41 人以上150 人以下の施設は２人、151 人以上の

施設は３人（うち１人は非常勤）（注） 

（注）調理業務の全部を委託する場合、または搬入施設から食事を搬入する場合は、

調理員を置かないことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育士登録証 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



入所児処遇（保育所） ４ 

 

事  項 内  容 解  説 根 拠 法 令 等 書 類 等 

  

 

 

 

 

 

 

 

(4) 嘱託医・嘱託

歯科医 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 一定の基準を満たせば、

調理業務を委託し、調理員

を置かなくても差し支えな

いこと。 

 

 

 

 

嘱託医及び嘱託歯科医

の配置は、適正に行うこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 施設職員による調理と同様な給食の質が確保される場合

には、入所児童の処遇の確保につながるよう十分配慮しつ

つ、当該業務を第三者に委託することは差し支えないもの

であること。 

(2) 具体的には、「保育所における調理業務の委託について」

（児童家庭局長通知）に掲げる要件を満たすこと。 

 

 

(1) 子どもの健康状態の把握のため、嘱託医等により定期的

に健康診断を行うこと。また、疾病の疑いや感染症等の発

生予防等必要に応じ、嘱託医に相談を行うこと。 

(2) 嘱託医・嘱託歯科医の配置にあたっては、勤務条件等を

明確にした契約書等を作成すること。 

(3) 地域医師会、地域歯科医師会、保健所等関係機関と連係

を密にし、円滑なる実施に努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎保育所における調理業務の委託について（平成１０年２月１８日児発第８６３号児童家庭

局長通知） 

１ 調理業務の委託についての基本的な考え方 

施設職員による調理と同様な給食の質が確保される場合には、入所児童の処遇の確保

につながるよう十分配慮しつつ、当該業務を第三者に委託することは差し支えないもの

であること。 

 

 

◎保育所保育指針（平成２９年３月３１日厚生労働省告示第１１７号） 

第３章 健康及び安全  

１ 子どもの健康支援 

(１)子どもの健康状態並びに発育及び発達状態の把握 

イ 保護者からの情報とともに、登所時及び保育中を通じて子どもの状態を観察し、

何らかの疾病が疑われる状態や傷害が認められた場合には、保護者に連絡するとと

もに、嘱託医と相談するなど適切な対応を図ること。看護師等が配置されている場

合には、その専門性を生かした対応を図ること。 

  (２)健康増進 

   イ 子どもの心身の健康状態や疾病等の把握のために、嘱託医等により定期的に健康

診断を行い、その結果を記録し、保育に活用するとともに、保護者が子どもの状態

を理解し、日常生活に活用できるようにすること。 

  (３)疾病等への対応 

ア 保育中に体調不良や傷害が発生した場合には、その子どもの状態等に応じて、保

護者に連絡するとともに、適宜、嘱託医や子どものかかりつけ医等と相談し、適切

な処置を行うこと。看護師等が配置されている場合には、その専門性を生かした対

応を図ること。 

イ 感染症やその他の疾病の発生予防に努め、その発生や疑いがある場合には、必要

に応じて嘱託医、市町村、保健所等に連絡し、その指示に従うとともに、保護者や

全職員に連絡し、予防等について協力を求めること。また、感染症に関する保育所

の対応方法等について、あらかじめ関係機関の協力を得ておくこと。看護師等が配

置されている場合には、その専門性を生かした対応を図ること。 

 

◎保育所における嘱託歯科医の設置について（昭和５８年４月２１日児発第２８４号児童家

庭局長通知） 

１ 嘱託歯科医の設置の必要性 

乳幼児のう触は年々減少傾向にあるが、他の疾患に比し、そのり患率はいまだに高く、

しかも自然治ゆがないため、予防について正しい知識の普及と指導の徹底を図ることが、

乳幼児の健やかな発育成長のために重要である。このため、嘱託歯科医を各保育所に設

置し、入所児童に対する歯科保健の充実を図る必要がある。 

２ 設置にあたっての留意事項 

(１) 嘱託歯科医の選定については、なるべく乳幼児の扱いに習熟し、熱意と理解のある 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約書 



入所児処遇（保育所） ５ 

 

事  項 内  容 解  説 根 拠 法 令 等 書 類 等 

 

 

 

 

(5) 勤務体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 施設設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育所の運営状況に沿

った適正な体制をとるこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 最低基準に定める設

備内容を満たしている

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

早番、遅番等の職員が、最低基準等を遵守した配置となる

よう勤務割表を作成すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 乳児又は満２歳に満たない幼児を入所させる保育所に

は、①乳児室（又はほふく室）、②医務室、③調理室、④便

所を設けること。 

なお、乳児室及びほふく室の面積は、乳児又は前号の幼

児１人につきそれぞれ３．３平方メートル以上であること。 

(2) 満２歳以上の幼児を入所させる保育所には、①保育室（又

は遊戯室）、②屋外遊戯場（保育所の付近にある屋外遊戯場

に代わるべき場所を含む。以下同じ。）、③調理室、④便所

を設けること。 

なお、保育室又は遊戯室の面積は幼児１人につき１．９

８平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は幼児１人につき

３．３平方メートル以上であること。 

(3) 保育に必要な用具を備えること。 

(4) 保育室等を２階に設ける建物は、最低基準に定める避難

用の設備、転落事故を防止する設備等を設けること。 

 

 

 

 

 

歯科医が望ましいものであること。 

(２) 設置にあたっては、地域歯科医師会、保健所等関係機関と連係を密にし、円滑なる

実施に努めること。 

 

◎北九州市延長保育事業実施要綱 第３条 

 ２ 職員配置 

延長保育を担当する保育士等は、ア～ケの各類型において次のとおりとする。また、

配置する職員の数（以下｢基準配置｣という。）は、北九州市児童福祉施設の設備及び運営

の基準に関する条例（平成２４年北九州市条例第６４号。以下「児童福祉施設基準条例」

という。）又は北九州市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例（平成２６

年北九州市条例第５３号。以下「家庭的保育事業等基準条例」という。）による保育士数

等を配置するものとする。 

ア 保育所、認定こども園 

基準配置により保育士を配置すること。ただし、保育士の数は２名を下ることはで

きない。 

なお、開所時間内における短時間認定を受けた児童（以下「短時間認定児」という。）

の延長保育について、標準時間認定を受けた児童（以下「標準時間認定児」という。）

を保育する職員の支援を受けられる場合には、保育士１人で保育ができる乳幼児数の

範囲内において、保育士１人とすることができる。 

 

◎市条例第６４号 第４６条 

 保育所の設備の基準は、次のとおりとする。 

(1) 乳児又は満2歳に満たない幼児を入所させる保育所には、乳児室又はほふく室、医務

室、調理室及び便所を設けること。 

(2) 乳児室及びほふく室の面積は、乳児又は前号の幼児1人につきそれぞれ3.3平方メー

トル以上であること。 

(3) 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。 

(4) 満２歳以上の幼児を入所させる保育所には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(保育所

の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。次号において同じ。)、調理室及び便

所を設けること。 

(5) 保育室又は遊戯室の面積は前号の幼児１人につき１．９８平方メートル以上、屋外遊

戯場の面積は前号の幼児１人につき３．３平方メートル以上であること。 

(6) 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。 

(7) 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下この号において「保育室等」という。)

を２階に設ける建物は次のア、イ及びカの要件に、保育室等を３階以上に設ける建物は

次に掲げる要件に該当するものであること。 

   

 ア～ク  略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平面図 

固定資産物品台帳 

備品台帳 
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３ 保育の状況 

２ 施設設備に変更があ

った場合、所定の手続

きを取ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 定員を超えて児童を

入所させないこと。 

 

保育所の建物その他設備の規模及び構造並びにその図面に

変更があったときは、変更のあった日から起算して１月以内

に、所管課に届け出ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 定員外の私的契約児を置かないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 待機の状況にある場合には、定員を超えて入所させるこ

とができること。 

ア 年度当初 認可定員の２０％まで（４月） 

イ 年度前半 認可定員の２５％まで（５－９月） 

ウ 年度後半 認可定員の２５％を超えて（１０月以降） 

入所させることができること。  

(3) 定員を超えて入所させる場合にも、最低基準その他の法

令を遵守すること。 

 

◎児童福祉法施行規則 第３７条 

１ 法第３５条第３項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 

一 名称、種類及び位置 

二 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面 

三 運営の方法（保育所にあっては事業の運営についての重要事項に関する規程） 

三の二 経営の責任者及び福祉の実務に当る幹部職員の氏名及び経歴 

四 収支予算書 

五 事業開始の予定年月日 

５ 法第３５条第３項の届出を行った市町村又は同条第４項の認可を受けた者は、第１項

第１号又は第３項第２号に掲げる事項に変更があつたときは、変更のあつた日から起算

して１月以内に、都道府県知事に届け出なければならない。  

 

◎保育所への入所の円滑化について（平成１０年２月１３日児保第３号児童家庭局保育課長

通知） 

 ２ 私的契約児の入所について 

私的契約児については、定員に空きがある場合に、既に入所している児童の保育に支

障を生じない範囲で入所させることは差し支えないものであること。 

 

◎私的契約児の入所について（平成１０年１１月１９日北九保生育第４９２号 北九州市保

健福祉局長通知） 

２ 私的契約児を入所させる要件について 

(1) 認可定員の範囲内であること。 

(2) 新たな保育の実施により認可定員を超える場合は、速やかに私的契約児を解消する

こと。 

(3) 私的契約児を含めて児童福祉施設最低基準が遵守されていること。 

(4) 保育所運営費の保育単価の額を利用料（以下「利用料」という。）として徴収するこ

と。 

(5) 徴収した利用料は、保育所施設会計の収入とすること。 

(6) 入所させる場合は、事前に保健福祉センター及び保育課に文書で届出ること。 

 

◎保育所への入所の円滑化について（平成１０年２月１３日児保第３号児童家庭局保育課長

通知） 

１ 保育所への入所円滑化対策について 

実施要綱に基づく定員を超えての保育の実施については、以下の通り行うものとす

る。 

(1)  実施要綱において定めるとおり、保育の実施は定員の範囲内で行うことが原則で

あり、定員を超えている状況が恒常的に亘る場合には、定員の見直し等に積極的に

取り組むこと。この場合の恒常的に亘るとは、連続する過去の２年度間常に定員を

超えており、かつ、各年度の年間平均在所率（当該年度内における各月の初日の在

所人員の総和を各月の初日の認可定員の総和で除したものをいう。）が１２０％以上

の状態をいうものであること。 

変更承認申請（届

出） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認可書 

児童名簿 

児童出欠表 

給食日誌 

入所決定通知書 
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２ 定員に比し著しく入所

児童が下回らないこと。 

 

３ 保育時間の設定を適切

にすること。 

 

 

 

４ 一時保育の状況が適

正なこと。 

 

 

 

 

 

５ 障害児保育の状況が

適正なこと。 

 

 

 

 

６ 休日・夜間保育の状

況が適正なこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定員割れを生じている場合、規模の縮小等の対策を検討す

ること。 

 

保育所の保育時間は１日につき８時間を原則とすること。 

入所している乳児又は幼児の保護者の労働時間その他家庭

の状況等を考慮して、保育所長がこれを定めることができる

こと。 

 

(1) 専業主婦家庭等の育児疲れ解消、急病や入院等に伴う一

時的な保育など、需要に応じた保育サービスを提供するこ

とにより児童の福祉の増進を図ることを目的とすること。 

(2) 職員の配置等を適切に行い、また、児童の処遇上に問題

のないこと。 

(3) 保護者負担額が適正であること。 

 

(1) 障害児保育の推進を図るなど、児童の福祉の向上を図る

ことを目的とすること。 

(2) 職員の配置等を適切に行い、また、児童の処遇上に問題

のないこと。 

 

 

(1) 日曜・祝日等の保護者の勤務等により児童が保育に欠け

ている場合の休日保育及び夜間保育の需要への対応を図

り、児童の福祉の向上を図ることを目的とすること。 

(2) 職員の配置等を適切に行い、また、児童の処遇上に問題

のないこと。 

 

なお、定員の見直しにあたっては、平成２１年度の一部改正により、昭和５１年

４月１６日厚生省発児第５９号の２「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金つ

いて」の保育単価表の定員区分の細分化を行い、定員変更への取り組みを阻害しな

いようとした趣旨を踏まえること。 

(2) 定員を超えて保育の実施を行う場合は、地域において年度途中における保育所入

所の受入体制を整えること。 

(3) 保護者が産後休暇及び育児休業終了後に就業するに際し、休業開始前既に保育

所に入所していた児童を当該保育所に入所させる場合には、例えば同一年度に再入

所するような場合に徴収金関係書類の省略や申込書類等の簡素化を図るなど、利用

者の負担軽減に資するよう申込手続をできる限り簡素化するようにすること。 

(4) 都道府県知事・指定都市市長・中核市市長は、該当施設について指導監査等を通

じ児童福祉施設最低基準(昭和２３年１２月２９日厚生省令第６３号)及びその他の

関係通知に定める基準の遵守状況の把握に留意すること。 

 

 

 

 

◎市条例第６４号 第４９条 

保育所における保育時間は、１日につき８時間を原則とし、入所している乳幼児の保護

者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、保育所の長がこれを定める。 

 

 

◎一時預かり事業の実施について（平成２７年７月１７日２７文科初第２３８号、雇児発０

７１７第１１号連名通知） 別紙 一時預かり事業実施要綱 

◎子どものための教育・保育給付費補助金の国庫補助について（平成２８年８月９日府子本

第５０６号） 別紙 子どものための教育・保育給付費補助金交付要綱 

 

 

 

◎北九州市障害児保育事業実施要綱 

 

 

 

 

 

◎北九州市休日保育事業実施要綱 
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４ 全体的な計

画・指導計画 

７ 延長（長時間）保育

の状況が適正なこと。 

 

 

 

 

 

１ 保育所長を中心に全

体的な計画を策定する

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 全体的な計画に基づ

き指導計画を作成する

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 就業形態の多様化等に伴う延長保育の需要に対応するた

め、保育所の開所時間を超えた保育を行い、児童の福祉の

向上を図ることを目的とすること。 

(2) 職員の配置等を適切に行い、また、児童の処遇上に問題

のないこと。 

(3) 保護者負担額が適正であること。 

 

全体的な計画の策定に当たっての留意事項は次のとおりで

あること。 

ア 全職員に保育機能の重要性を認識させた上で保育所長が

中心となり決定すること。 

イ 地域性や時代の要請を十分考慮すること。 

ウ 児童の生活状況等の把握を十分行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 子どもの実態に合わせ、発達段階を踏まえ、乳幼児の興

味や欲求を把握してその時期に望ましい活動をさせるのが

保育であり、その目的を達成するために入所から退所まで

の間に指導することが望ましい保育内容を選択し配列し、

全体として一貫性を持たせたものが指導計画であること。 

(2) 指導計画の作成にあたっては、各保育所で定める保育方

針に基づいて、保育所長を中心に全職員が協議をしながら

保育目標を定め、その実現を目指して、年齢毎・領域毎に

計画を立てていくこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎延長保育事業の実施について（平成２７年７月１７日雇児発０７１７７第１０号厚生労働

省雇用均等・児童家庭局長通知） 別紙 延長保育事業実施要綱 

◎子どものための教育・保育給付費補助金の国庫補助について（平成２８年８月９日府子本

第５０６号）別紙 子どものための教育・保育給付費補助金交付要綱 

 

 

 

◎保育所保育指針（平成２９年３月３１日厚生労働省告示第１１７号） 

第１章 総則 

３保育の計画及び評価 

(１)全体的な計画の作成 

ア 保育所は、１の(2)に示した保育の目標を達成するため、各保育所の保育の方針

や目標に基づき、子どもの発達過程を踏まえて、保育の内容が組織的・計画的に

構成され、保育所の生活の全体を通して、総合的に展開されるよう、全体的な計

画を作成しなければならない。 

イ 全体的な計画は、子どもや家庭の状況、地域の実態、保育時間などを考慮し、

子どもの育ちに関する長期的見通しをもって適切に作成されなければならない。 

ウ 全体的な計画は、保育所保育の全体像を包括的に示すものとし、これに基づく

指導計画、保健計画、食育計画等を通じて、各保育所が創意工夫して保育できる

よう、作成されなければならない。 

 

(２)指導計画の作成 

ア 保育所は、全体的な計画に基づき、具体的な保育が適切に展開されるよう、子

どもの生活や発達を見通した長期的な指導計画と、それに関連しながら、より具

体的な子どもの日々の生活に即した短期的な指導計画を作成しなければならな

い。 

イ 指導計画の作成に当たっては、第２章及びその他の関連する章に示された事項

のほか、子ども一人一人の発達過程や状況を十分に踏まえるとともに、次の事項

に留意しなければならない。 

  (ア)３歳未満児については、一人一人の子どもの生育暦、心身の発達、活動の実

態等に即して、個別的な計画を作成すること。 

(イ)３歳以上児については、個の成長と、子ども相互の関係や協同的な活動が促

されるよう配慮すること。 

(ウ)異年齢で構成される組やグループでの保育においては、一人一人の子どもの

生活や経験、発達過程などを把握し、適切な援助や境構成ができるよう配慮す

ること。 

    ウ 指導計画においては、保育所の生活における子どもの発達過程を見通し、生活

の連続性、季節の変化などを考慮し、子どもの実態に即した具体的なねらい及び

内容を設定すること。また、具体的なねらいが達成されるよう、子どもの生活す

る姿や発想を大切にして適切な環境を構成し、子どもが主体的に活動できるよう 

保育方針 

全体的な計画書 

指導計画書 

年間指導計画書 

月間指導計画書 

週案、日案 

保育日誌、 

クラス日誌、 
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 ３ 年間（期間）・月間指

導計画及び週案・日案

等をそれぞれ作成する

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 指導計画の評価・反

省を行い、その改善に

努めること。 

 

(1) 全体的な計画に基づく保育を展開するための具体的な計

画として指導計画を作成すること。 

(2) 指導計画の作成に当たって、保育所保育指針では概ね次

のような留意事項があること。 

ア 長期的なものと短期的なものを関連させながら、保育

が適切に展開されるようにすること。 

イ 子ども一人ひとりの育ちを理解したものであること。

３歳未満児は個別的に計画する必要があること。 

ウ ３歳以上児は、ねらいと内容を適切に組み込むこと。 

エ 長期的なものは、子どもが順調な発達を続けていける

ようにし、生活に変化と潤いを持たせるよう季節、行事

等も考慮すること。 

オ 短期的なものは、子どもの実態や生活に則したものと

し、生活の流れに調和したものとすること。 

カ 障害児の保育は、他の子どもとの生活を通して両者が

健全に発達するよう指導計画の展開を柔軟にすること。 

キ 家庭、地域社会と連携して展開できるようにすること。 

ク 多様な保育需要の特性や実情に応じて柔軟な対応がで

きるようにすること。 

ケ 組の編成に応じて個々の子どもの観察や援助の内容に

配慮すること。 

コ 子どもの連続的な発達を考慮して、入学に向かって自

信と積極性をもって生活できるようにすること。 

サ 計画に基づいて行われた保育の過程を反省評価し、そ

の改善に努めること。 

 

 

 

 

(1) 指導計画に基づき、保育が行われているか確認すること。 

(2) 指導計画については可能な限り複数の職員で評価する機

会を設けること。 

(3) 評価に基づく反省等を十分に活かすこと。  

 

にすること。 

エ 一日の生活のリズムや在園時間が異なる子どもが共に過ごすことを踏まえ、活

動と休息、緊張感と解放感等の調和を図るよう配慮すること。 

    オ 午睡は生活のリズムを構成する重要な要素であり、安心して眠ることのできる

安全な睡眠環境を確保するとともに、在園時間が異なることや、睡眠時間は子ど

もの発達の状況や個人によって差があることから、一律とならないよう配慮する

こと。 

カ 長時間にわたる保育については、子どもの発達過程、生活のリズム及び心身の

状態に十分配慮して、保育の内容や方法、職員の協力体制、家庭との連携などを

指導計画に位置付けること。 

  キ 障害のある子どもの保育については、一人一人の子どもの発達過程や障害の状

態を把握し、適切な環境の下で、障害のある子どもが他の子どもとの生活を通し

て共に成長できるよう、指導計画の中に位置付けること。また、子どもの状況に

応じた保育を実施する観点から、家庭や関係機関と連携した支援のための計画を

個別に作成するなど適切な対応を図ること。 

 

(３)指導計画の展開 

指導計画に基づく保育の実施に当たっては、次の事項に留意しなければならない。 

ア 施設長、保育士など、全職員による適切な役割分担と協力体制を整えること。 

イ 子どもが行う具体的な活動は、生活の中で様々に変化することに留意して、

子どもが望ましい方向に向かって自ら活動を展開できるよう必要な援助を行う

こと。 

ウ 子どもの主体的な活動を促すためには、保育士等が多様な関わりを持つこと

が重要であることを踏まえ、子どもの情緒の安定や発達に必要な豊かな体験が

得られるよう援助すること。 

エ 保育士等は、子どもの実態や子どもを取り巻く状況の変化などに即して保育

の過程を記録するとともに、これらを踏まえ、指導計画に基づく保育の内容の

見直しを行い、改善を図ること。 

 

(４) 保育内容等の評価 

    ア 保育士等の自己評価 

(ア)保育士等は、保育の計画や保育の記録を通して、自らの保育実践を振り返り、

自己評価することを通して、その専門性の向上や保育実践の改善に努めなければ

ならない。 

(イ)保育士等による自己評価に当たっては、子どもの活動内容やその結果だけでな

く、子どもの心の育ちや意欲、取り組む過程などにも十分配慮するよう留意する

こと。 

(ウ)保育士等は、自己評価における自らの保育実践の振り返りや職員相互の話し合

い等を通じて、専門性の向上及び保育の質の向上のための課題を明確にするとと

もに、保育所全体の保育の内容に関する認識を深めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



入所児処遇（保育所） １０ 

事  項 内  容 解  説 根 拠 法 令 等 書 類 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 健康管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 個々の児童ごとに児

童（記録）票等が整備

されていること。 

 

１ 入所時に健康診断等

を行うこと。 

 

 

 

 

２ 少なくとも１年に２

回の定期健康診断及び

臨時の健康診断を適切

に行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童（記録）票等が適切に記録され、個々の児童の実態及

び指導の経過が明らかなこと。 

 

 

(1) 個々の児童について、既往症、ツベルクリン反応、予防

注射の実施状況を入所前に把握すること。 

(2) 入所時の健康診断を適切に行うこと。 

(3) 健康診断の実施内容については学校保健安全法に規定す

る内容に準じて行うこと。 

 

(1) 定期健康診を少なくとも１年に２回適切に行うこと。 

(2) 必要に応じて臨時の健康診断を適切に行うこと。 

(3) 健康診断の実施内容については学校保健法に規定する内

容に準じて行うこと。 

 

 

イ 保育所の自己評価 

(ア)保育所は、保育の質の向上を図るため、保育の計画の展開や保育士等の自己評価

を踏まえ、当該保育所の保育の内容等について、自ら評価を行い、その結果を公表

するよう努めなければならない。 

(イ)保育所が自己評価を行うに当たっては、地域の実情や保育所の実態に即して、適

切に評価の観点や項目等を設定し、全職員による共通理解を持って取り組むよう留

意すること。 

(ウ)設備運営基準第３６条の趣旨を踏まえ、保育の内容等の評価に関し、保護者及び

地域住民等の意見を聴くことが望ましいこと。 

(５)評価を踏まえた計画の改善 

 ア 保育所は、評価の結果を踏まえ、当該保育所の保育の内容等の改善を図ること。 

 イ 保育の計画に基づく保育、保育の内容の評価及びこれに基づく改善という一連

の取組により、保育の質の向上が図られるよう、全職員が共通理解をもって取り

組むことに留意すること。 

 

◎市条例第６４号 第１９条 

児童福祉施設には、職員、財産、収支及び入所者の処遇の状況を明らかにする帳簿を

整備しておかなければならない。 

 

◎市条例第６４号 第１６条 

児童福祉施設(児童厚生施設及び児童家庭支援センターを除く。次項及び第３項におい

て同じ。)の長は、入所者に対し、入所時の健康診断、少なくとも１年に２回の定期健康

診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法(昭和３３年法律第５６号)第１１条及び第

１３条に規定する健康診断並びに同法第１７条に規定する健康診断の方法及び技術的基

準等に準じて行わなければならない。 

◎学校保健安全法 第１３条、第１７条 

◎学校保健安全法施行令 第２条 

１ 就学時の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。 

一 栄養状態 

二 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無 

三 視力及び聴力 

四 眼の疾病及び異常の有無 

五 耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無 

六 歯及び口腔の疾病及び異常の有無 

七 その他の疾病及び異常の有無 

◎学校保健安全法施行規則 第５条 

１ 法第１３条第１項 の健康診断は、毎学年、６月３０日までに行うものとする。ただし、

疾病その他やむを得ない事由によって当該期日に健康診断を受けることのできなかった

者に対しては、その事由のなくなった後すみやかに健康診断を行うものとする。  

２  第１項の健康診断における結核の有無の検査において結核発病のおそれがあると診

断された者（第６第３項第４号に該当する者に限る。）については、おおむね６か月の後

に再度結核の有無の検査を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童（記録）票 

保育原簿 

 

 

健康診断記録 

身体発育記録 

 



入所児処遇（保育所） １１ 

 

 

事  項 内  容 解  説 根 拠 法 令 等 書 類 等 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 児童の発育状態を的

確に把握すること。 

 

 

 

 

４ 児童の日々の健康観察

を十分行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎月、身長、体重を測定し、発育の状況を把握し、発育の

状態が良くない児童に、特に注意を払うこと。 

 

 

 

 

(1) 登所時や降所時において、健康状態や服装等の異常の有無等に

ついて十分観察するとともに、保護者から子どもの状態について

報告を受けること。また、保育中も、顔色、機嫌、元気等につい

て注意を払うこと。 

(2) 子どもの身体を観察するときは、不自然な傷、やけど、身体や

下着の汚れ具合等を併せて観察し、身体的虐待や不適切な養育の

発見に努めること。 

 

 

◎学校保健安全法施行規則 第６条 

１ 法第１３条第１項 の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。 

一 身長及び体重 

二 栄養状態 

三 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無並びに四肢の状態 

四 視力及び聴力 

五 眼の疾病及び異常の有無 

六 耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無 

七 歯及び口腔の疾病及び異常の有無 

八 結核の有無 

九 心臓の疾病及び異常の有無 

十 尿 

十一 その他の疾病及び異常の有無 

 

 

◎保育所保育指針 

第３章 健康及び安全  

１ 子どもの健康支援 

(１) 子どもの健康状態並びに発育及び発達状態の把握 

ア 子どもの心身の状態に応じて保育するために、子どもの健康状態並びに発育及び

発達状態について、定期的・継続的に、また、必要に応じて随時、把握すること。 

イ 保護者からの情報とともに、登所時及び保育中を通じて子どもの状態を観察し、

何らかの疾病が疑われる状態や傷害が認められた場合には、保護者に連絡するとと

もに、嘱託医と相談するなど適切な対応を図ること。看護師等が配置されている場

合には、その専門性を生かした対応を図ること。 

ウ 子どもの心身の状態等を観察し、不適切な養育の兆候が見られる場合には、市町

村や関係機関と連携し、児童福祉法第２５条に基づき、適切な対応を図ること。ま

た、虐待が疑われる場合には、速やかに市町村又は児童相談所に通告し、適切な対

応を図ること。 

  (２) 健康増進 

   ア 子どもの健康に関する保健計画を全体的な計画に基づいて作成し、全職員がその

ねらいや内容を踏まえ、一人一人の子どもの健康の保持及び増進に努めていくこと。 

   イ 子どもの心身の健康状態や疾病等の把握のために、嘱託医等により定期的に健康

診断を行い、その結果を記録し、保育に活用するとともに、保護者が子どもの状態

を理解し、日常生活に活用できるようにすること。 

 

健康診断記録 

身体発育記録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身体発育記録 

保育日誌 

児童（記録）票 

連絡帳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



入所児処遇（保育所） １２ 

事  項 内  容 解  説 根 拠 法 令 等 書 類 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 健康管理に係る必要

な処置をとること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 衛生管理を適切に行

うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 感染症及び食中毒の

予防やまん延を防止す

るための職員の研修及

びを定期的に行うこ

と。 

 

(1) 次の処置等を適切にとること。 

ア 疲労の状態に応じ、適宜休息をとること。 

イ 午睡をさせること。 

ウ 温度と衣類等の調節を適宜行うこと。 

エ 室内の換気、採光等に十分注意を払うこと 

オ 日光浴や外気浴を十分に行うこと。 

カ 清掃、消毒を十分に行うこと。 

キ 設備、備品等は子どもの体位にあっていること。 

ク 感染症の発生状況等に絶えず注意を払うこと。 

(2) 医薬品を備え付けること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 寝具等は清潔を保つように配慮すること。（日光消毒、シ

ーツ洗濯等） 

(2) 乳児のオムツ交換を十分に行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発する

とともに、平常時の対策や発生時の対応に関する訓練を定

期的に実施すること。 

 

 

  (３) 疾病等への対応 

   ア 保育中に体調不良や傷害が発生した場合には、その子どもの状態等に応じて、保

護者に連絡するとともに、適宜、嘱託医や子どものかかりつけ医等と相談し、適切

な処置を行うこと。看護師等が配置されている場合には、その専門性を生かした対

応を図ること。 

イ 感染症やその他の疾病の発生予防に努め、その発生や疑いがある場合には、必要

に応じて嘱託医、市町村、保健所等に連絡し、その指示に従うとともに、保護者や

全職員に連絡し、予防等について協力を求めること。また、感染症に関する保育所

の対応方法等について、あらかじめ関係機関の協力を得ておくこと。看護師等が配

置されている場合には、その専門性を生かした対応を図ること。 

ウ アレルギー疾患を有する子どもの保育については、保護者と連携し、医師の診断

及び指示に基づき、適切な対応を行うこと。また、食物アレルギーに関して、関係

機関と連携して、当該保育所の体制構築など、安全な環境の整備を行うこと。看護

師や栄養士等が配置されている場合には、その専門性を生かした対応を図ること。 

エ 子どもの疾病等の事態に備え、医務室等の環境を整え、救急用の薬品、材料等を

適切な管理の下に常備し、全職員が対応できるようにしておくこと。 

◎市条例第６４号 第１４条 

４ 児童福祉施設は、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適

正に行わなければならない。 

 

◎保育所保育指針 

第３章 健康及び安全  

３ 環境及び衛生管理並びに安全管理 

(１) 環境及び衛生管理 

ア 施設の温度、湿度、換気、採光、音などの環境を常に適切な状態に保持するとと

もに、施設内外の設備及び用具等の衛生管理に努めること。 

イ 施設内外の適切な環境の維持に努めるとともに、子ども及び全職員が清潔を保つ

ようにすること。また、職員は衛生知識の向上に努めること。 

 

 

◎市条例第６４号 第１４条 

児童福祉施設は、当該児童福祉施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延し

ないように、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに

感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めなければならな

い。 

 

 

 

 

 

 

 



入所児処遇（保育所） １３ 

 

事  項 内  容 解  説 根 拠 法 令 等 書 類 等 

６ 安全管理 

 

１ 保育所への登所、降所

等における安全管理を適

切に行うこと。 

 

 

２ 保育所内外の保安に十

分な注意を払うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 保育所への登所や降所は、原則として保護者が責任をもって行

うこと。 

(2) 保護者以外の者が迎えに来る場合、原則としてその都度

職員が保護者に確認すること。 

 

(1) 安全管理に関し職員会議等で取り上げるなど職員の共通

理解を図ること。 

(2) 児童の安全管理に関し職員の役割を明確にした協力体制

のもと事故防止にあたること。 

(3) 職員体制が手薄の時は、特に安全に対して注意すること。 

(4) 万一の場合の避難場所や保護者・関係機関等への連絡方

法を職員に周知すること。 

(5) 来訪者用の入口・受付を明示して、外部からの人の出入

りを確認すること。 

(6) 防災・防犯のための避難訓練等を実施すること。 

(7) 危険箇所等がないか、次の事項について安全を確認すること。 

ア 階段、ベランダ、窓等からの転落防止 

イ 床等の破損や段差等 

ウ 非常口、非常階段の管理 

エ ガラスの破損防止 

オ ベッドからの転落防止 

カ 家具、備品等の転倒防止 

キ 棚等からの落下物の予防 

ク 暖房器具、湯沸器具等の危険防止 

ケ 便所、手洗場等の安全性 

コ 扉、戸等の危険防止 

サ 屋内外の遊具の安全性 

シ 砂場、プール等の安全性 

ス マンホール、排水溝、用水路等の危険防止 

セ その他児童の行動上危険なもの障害になるものの排除 

(8) 遊具等の安全確認を定期的に実施すること。 

(9) 安全推進員を選任していること。（常時 10 人以上の労働

者を使用する事業所の場合） 

 

 

 

◎児童福祉施設等における児童の安全の確保について（平成１３年６月１５日雇児総発第４

０２号児童家庭局総務課長通知）  

（別添―２）児童福祉施設・事業(通所型)における点検項目 

１ 日常の安全管理 

（職員の共通理解と所内体制） 

○安全管理に関し、職員会議等で取り上げるなど、職員の共通理解を図っているか。 

○児童の安全管理に関して、職員の役割を明確にし、協力体制のもと事故防止にあたっ

ているか。 

○職員体制が手薄の時は、特に安全に対し注意しているか。 

○万一の場合の避難場所や保護者・関係機関等への連絡方法を職員に周知しているか。 

○来訪者用の入口・受付を明示し、外部からの人の出入りを確認しているか。 

○防災・防犯のための避難訓練等を実施しているか。（関係機関等との連携） 

○市町村の施設・事業所管課、警察署、児童相談所、保健所等関係機関や民生・児童委

員、地域団体と連絡を取り、連携して情報を共有できる体制となっているか。 

○関係機関からの注意依頼文書を配布・掲示するなど周知徹底しているか。 

○近隣の個人、保育所、幼稚園、学校等と相互に情報交換する関係になっているか。 

（施設・事業者と保護者の取り組み） 

○児童に対し、犯罪や事故から身を守るため、屋外活動に当たっての注意事項を職員が

指導しているか。また、家庭でも話し合われるよう働きかけているか。 

（施設設備面における安全確保） 

○門、囲障、外灯、窓、出入口、避難口、鍵等の状況を点検しているか。 

○危険な設備、場所等への囲障の設置、施錠等の状況を点検しているか。 

○自動警報装置、防犯監視システム等を設置している場合は、作動状況の点検、警備会

社等との連携体制を確認しているか。 

（近隣地域の危険箇所の把握と対応） 

○日頃から地域の安全に目を配り、危険箇所の把握に努めているか。 

（保育所の通所時における安全確保） 

○児童の送迎は原則として保護者が行うべきことを保護者に徹底しているか。 

○ファミリー・サポート・センターやベビーシッターを利用する場合等保護者以外の者

が迎えに来る場合、原則としてその都度職員が保護者に確認しているか。 

（保育所の所外活動における安全確認） 

○危険な場所、設備等を把握しているか。 

○携帯電話等による連絡体制を確保しているか。 

（保育所の安全に配慮した施設開放） 

○施設開放時は、保護者に対して児童から目を離さないよう注意を喚起しているか。 

◎社会福祉施設等における防犯に係る安全の確保について（平成28年9月15日雇児総発0915

第１号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知） 

◎児童福祉施設等に設置している遊具の安全確保について（平成20年 8月 29日雇児総発第

0829002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知） 

◎労働災害を防止するための安全の担当者の配置等について（平成26年3月28日基発0328

第7号厚生労働省労働基準局長通知） 

 



入所児処遇（保育所） １４ 

 

 

事  項 内  容 解  説 根 拠 法 令 等 書 類 等 

 ３ 緊急時の安全確保につ

いて体制の整備を図るこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 事故防止に十分な注意

を払うこと。 

 

 

 

(1) 施設周辺における不審者等の情報が入った場合、職員間

による状況認識の一致を図り、職員体制を確立する等の措

置をとる体制を整備していること。 

(2) 施設内に不審者が立ち入った場合など緊急時に備え、直

ちに職員が協力体制を取り人身事故が起きないよう事態に

対応等の体制を整備していること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 入所児童の習癖、性向などの実態を常に把握して、指導

にあたっては、個人差に即したものにするなどの適切な配

慮をすること。 

(2) 身体の異常やけがの発生時等における対応が適切に行われる

よう、医師や家庭への連絡体制を整備すること。 

(3) 緊急薬品等の備えや、正しい処置を行うための訓練等を行うこ

と。 

(4) 事故が発生した場合、適切な処置をとること。 

(5) 「特定教育・保育施設等における事故の報告等について」に基

づいて報告していること。 

◎児童福祉施設等における児童の安全の確保について（平成１３年６月１５日雇児総発第４

０２号児童家庭局総務課長通知）  

（別添―２）児童福祉施設・事業(通所型)における点検項目 

２ 緊急時の安全確保 

（不審者情報がある場合の連絡等の体制） 

○施設周辺における不審者等の情報が入った場合に、次のような措置をとる体制を整備

しているか。 

・職員間による状況認識の一致を図り、職員体制を確立する。 

・児童・保護者等の利用者に対して、情報を提供し、必要な場合には職員の指示に従

うよう注意を喚起する。 

・警察に対しパトロールを要請する等警察と連携を図る。 

・児童の安全確保のため、保護者や民生・児童委員、地域活動団体等の協力を得てい

る。 

（不審者の立入りなど緊急時の体制） 

○施設内に不審者が立ち入った場合など緊急時に備え、次のような体制を整備している

か。 

・直ちに職員が協力体制を取り、人身事故が起きないよう事態に対応する。 

・不審者に対し、施設外への立ち退きを要求する。 

・直ちに施設長を始め、職員に情報を伝達し、児童への注意喚起、児童の安全を確保

し、避難誘導等を行う。 

・警察や施設・事業所管課、保護者等に対し、直ちに通報する。 

 

 

◎児童福祉施設における事故防止について（昭和４６年７月３１日児発第４１８号児童家庭

局長通知） 

 １ 児童福祉施設においては、入所児童の習癖、性向などについてつねにその実態を把握

し、指導にあたっては、個人差に即したものにするなどの適切な配慮をすること。 

 ２ 児童福祉施設従事者の研修、訓練に努め、児童処遇上必要な知識・技能の向上を図る

こと。 

 ３ 消防署、警察、病院等関係機関との連絡を密にして、緊急の場合には適切な協力体制

がとれるよう配慮すること。 

 ４ その他児童福祉施設最低基準の趣旨、目的を尊重するなど児童の安全管理に努めるこ

と。 

◎保育所保育指針 

第３章 健康及び安全  

３ 環境及び衛生管理並びに安全管理 

(2) 事故防止及び安全対策 

ア 保育中の事故防止のために、子どもの心身の状態等を踏まえつつ、保育所内外 

の安全点検に努め、安全対策のために全職員の共通理解や体制づくりを図るとと

ともに、家庭や地域の関係機関の協力の下に安全指導を行うこと。イ 事故防止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



入所児処遇（保育所） １５ 

 

事  項 内  容 解  説 根 拠 法 令 等 書 類 等 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 非常災害対策を適切に

行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 避難・消火訓練を少なくとも毎月１回は実施すること。 

(2) 午睡時間における避難訓練を年１回は実施すること。 

(3) 火災、風水害、地震等の非常災害の種類ごとに具体的な計画を

定めなくてはならない。 

 

の取組を行う際には、特に、睡眠中、プール活動・水遊び中、食事中等の場面で

は重大事故が発生しやすいことを踏まえ、子どもの主体的な活動を大切にしつつ、

施設内外の環境の配慮や指導の工夫を行うなど、必要な対策を講じること。 

ウ 保育中の事故の発生に備え、施設内外の危険箇所の点検や訓練を実施するとと

もに、外部からの不審者等の侵入防止のための措置や訓練など不測の事態に備え

て必要な対応を行うこと。また、子どもの精神保健面における対応に留意するこ

と。 

 

◎特定教育・保育施設等における事故の報告等について(平成 29 年 11 月 10 日府子本第 912

号、29初幼教第11号、子保発1110第1号、子子発1110第1号、子家発1110第1号連名

通知) 

 １．事故が発生した場合の報告について 

   特定教育・保育施設、幼稚園（特定教育・保育施設でないもの。）特定地域型保育事業、

延長保育事業及び放課後児童健全育成事業（以下「放課後児童クラブ」という。）につい

ては、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準（平成 26 年内

閣府令第39 号）学校事故対応に関する指針（平成28 年３月31日付け27 文科初第1785 

号）及び放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平成 26 年厚生労働省

令第 63 号）により、事故が発生した場合には速やかに指導監督権限をもつ自治体、子

どもの家族等に連絡を行うこと。 

２．重大事故としての報告の対象となる施設・事業の範囲  

・特定教育・保育施設 

・幼稚園（特定教育・保育施設でないもの。） 

・特定地域型保育事業 

・延長保育事業、放課後児童クラブ、子育て短期支援事業、一時預かり事業、病児保育

事業及びファミリー・サポート・センター事業  

・認可外保育施設  

３．報告の対象となる重大事故の範囲  

・死亡事故  

・治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故等（意識不明（人工呼吸

器を付ける、ＩＣＵに入る等）の事故を含み、意識不明の事故についてはその後の経過

にかかわらず、事案が生じた時点で報告すること。）  

 

◎市条例第６４号 第７条 

児童福祉施設は、消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に際して必要な設備を設けるとと

もに、火災、風水害、地震等の非常災害の種類ごとに具体的な計画を定め、これに対する不断の注

意を払い、訓練を行うよう努めなければならない。 

２ 前項の訓練のうち、避難及び消火に係る訓練は、少なくとも毎月1回行わなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防計画（各災

害ごと） 

避難・消火等訓

練記録 

 



入所児処遇（保育所） １６ 

事  項 内  容 解  説 根 拠 法 令 等 書 類 等 

 ６ 安全計画を策定する

こと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 自動車を運行する際

には児童の所在を確認

すること。 

 

 

(1) 保育所等は、安全確保に関する取組を計画的に実施するた

めに、各年度において、当該年度が始まる前に、安全に関

する事項について年間スケジュール（安全計画）を各施設

において定めること。 

安全計画の作成に当たっては、「いつ、何をなすべきか」

を整理し、必要な取り組みを安全計画に盛り込むこと。 

取組内容については、下記のようなものが考えられる。 

ア 施設・設備、園外環境（散歩コースや緊急避難先等）の安全

点検 

イ マニュアル（重大事故防止、災害時、救急対応時、不審者対

応時等）の策定・共有 

ウ 児童への安全指導 

エ 保護者への説明・共有 

オ 実践的な訓練や研修の実施 

カ 再発防止の徹底 

(2) 安全計画は、常勤職員だけでなく非常勤職員を含む全職員に 

周知するとともに、研修や訓練を定期的に実施すること。 

(3) 利用する児童の保護者等に対し、家庭での安全教育の実施等

を促すなど児童の安全に関する連携を図るため、施設での安全計

画に基づく取組の内容等を入園時等の機会において説明を行う

などにより周知すること。 

また、保護者と円滑な連携が図られるよう、安全計画等は公表

しておくことが望ましい。 

(4) 再発防止の徹底のために、ヒヤリ・ハット事例の収集及び要 

因の分析を行い、必要な対策を講じるとともに、事故が発生し 

た場合は原因等を分析し、再発防止策を講じマニュアルへの反 

映及び職員間の共有を図ること。 

(5) PDCAサイクルの観点から、定期的に安全計画の見直しを行う

とともに、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。 

 

(1) 児童等の通園や園外活動等のために自動車を運行するす

べての場合において、児童等の自動車への乗降車の際に、

点呼等の方法により園児の所在を確認すること。 

(2) 通園用の自動車を運行する場合は、当該自動車にブザー

その他の車内の園児等の見落としを防止する装置を装備

し、当該装置を用いて、降車時に園児の所在を確認するこ

と。（座席が２列以下を除くすべての車が安全装置に係る義

務付け対象となる。 

「ブザーその他の車内の園児の見落としを防止する装置」は、

国土交通省が 12 月 20 日に策定・公表した「送迎用バスの

置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン」に適合す 

るものであること。） 

◎市条例第６４号 第７条の２ 

児童福祉施設（助産施設、児童厚生施設（児童遊園に限る。）及び児童家庭支援センター

を除く。以下この条及び次条において同じ。）は、児童の安全の確保を図るため、施設の安

全点検、職員、児童等に対する児童福祉施設外での活動、取組等を含めた児童福祉施設で

の生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他児童福祉

施設における安全に関する事項についての計画（以下この条において「安全計画」という。）

を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 児童福祉施設は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓

練を定期的に実施しなければならない。 

３ 保育所は、児童の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、

安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。 

４ 児童福祉施設は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行

うものとする。 

 

◎保育所等における安全計画の策定に関する留意事項等について（令和４年１２月１５ 日事 

務連絡 厚生労働省子ども家庭局保育課通知） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎市条例第６４号 第７条の３ 

児童福祉施設は、児童の児童福祉施設外での活動、取組等のための移動その他の児童の

移動のために自動車を運行するときは、児童の乗車及び降車の際に、点呼その他の児童の

所在を確実に把握することができる方法により、児童の所在を確認しなければならない。 

２ 保育所は、児童の送迎を目的とした自動車（運転者席及びこれと並列の座席並びにこれ

らより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しない自動車その他利用の態様を

勘案してこれと同程度に児童の見落としのおそれが少ないと認められる自動車を除く。）を日

常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の児童の見落としを防止する装置

を備え、これを用いて前項に定める所在の確認（児童の降車の際の所在のに限る。）を行わな

ければならない。 

 

安全計画 

関連マニュアル 

研修記録等 

ヒヤリ・ハット

事例報告 

 

 

 

 

 

 

 



入所児処遇（保育所） １７ 

 

 

事  項 内  容 解  説 根 拠 法 令 等 書 類 等 

７ その他 

 

１ 家庭と保育所相互の連

携を十分に図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) 家庭と保育所相互の理解を深め、保育効果の向上を図るため、

家庭との連携を緊密に行うこと。 

ア 保育所だよりを毎月だすこと。 

イ 連絡帳を十分活用すること。 

ウ 保護者との懇談会等を開催すること。 

エ 各種行事や親と子の集い等保護者との連携、話し合いの場を

より多く設定するなどの配慮がなされること。 

オ 給食献立表を家庭に配布する等、保育所給食への理解と家庭

での食生活との連携を深めるための配慮がなされること。 

カ 保育料徴収金以外に保護者負担金を徴収しないこと。（延長

保育、一時的保育を除く。） 

(2) 保育所における子どもの生活、健康状態、事故の発生な

どについて、家庭と密接な連絡ができるように体制を整え

ておくこと。 

また、保護者がこれらの情報を保育所に伝えるように協

力を求めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎市条例第６４号 第５１条 

保育所の長は、常に入所している乳幼児の保護者と密接な連絡を取り、保育の内容等

につき理解及び協力を得るよう努めなければならない。 

 

◎保育所保育指針 

第４章 子育て支援  

保育所における保護者に対する子育て支援は、全ての子どもの健やかな育ちを実現すること

ができるよう、第１章及び第２章等の関連する事項を踏まえ、子どもの育ちを家庭と連携し

て支援していくとともに、保護者及び地域が有する子育てを自ら実践する力の向上に資する

よう、次の事項に留意するものとする。 

１ 保育所における子育て支援に関する基本的事項 

(１) 保育所の特性を生かした子育て支援 

ア  保護者に対する子育て支援を行う際には、各地域や家庭の実態等を踏まえる

とともに、保護者の気持ちを受け止め、相互の信頼関係を基本に、保護者の自

己決定を尊重すること。 

イ 保育及び子育てに関する知識や技術など、保育士等の専門性や、子どもが常

に存在する環境など、保育所の特性を生かし、保護者が子どもの成長に気付き

子育ての喜びを感じられるように努めること。 

(２) 子育て支援に関して留意すべき事項 

ア 保護者に対する子育て支援における地域の関係機関等との連携及び協働を図

り、保育所全体の体制構築に努めること。 

イ 子どもの利益に反しない限りにおいて、保護者や子どものプライバシーを保

護し、知り得た事柄の秘密を保持すること。 

２ 保育所を利用している保護者に対する子育て支援 

(１) 保護者との相互理解 

ア 日常の保育に関連した様々な機会を活用し子どもの日々の様子の伝達や収

集、保育所保育の意図の説明などを通じて、保護者との相互理解を図るよう努

めること。 

  イ 保育の活動に対する保護者の積極的な参加は、保護者の子育てを自ら実践す

る力の向上に寄与することから、これを促すこと。 

(２) 保護者の状況に配慮した個別の支援 

ア 保護者の就労と子育ての両立等を支援するため、保護者の多様化した保育の

需要に応じ、病児保育事業など多様な事業を実施する場合には、保護者の状況

に配慮するとともに、子どもの福祉が尊重されるよう努め、子どもの生活の連

続性を考慮すること。 

イ 子どもに障害や発達上の課題が見られる場合には、市町村や関係機関と連携

及び協力を図りつつ、保護者に対する個別の支援を行うよう努めること。 

ウ 外国籍家庭など、特別な配慮を必要とする家庭の場合には、状況等に応じて

個別の支援を行うよう努めること。 

 

入園のしおり 

保育所だより 

連絡帳 

保護者との懇談会

記録 

給食配布献立表 



入所児処遇（保育所） １８ 

 

事  項 内  容 解  説 根 拠 法 令 等 書 類 等 

  

 

 

 

 

 

 

 

２ 保育計画等に基づい

て、地域交流等を行うこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 関係機関との連携を

十分に図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) 保育は地域社会と連携して展開されることが望ましい  

ので、指導計画の作成に当たっては、この点に十分に配慮

をすること。 

(2) 地域の自然、人材、行事や公共施設などを積極的に活用 

し、子どもが豊かな生活体験ができるように工夫すること。 

 

(3) 保育計画等に基づいて地域交流を行うこと。 

ア 保育所・施設の開放 

イ 育児相談 

ウ 保育所行事への招待 

エ 地域行事への参加 

オ 地域活動事業の実施 等 

 

 

 

 

(1) 日頃から地域の医療・保健関係機関、福祉関係機関など

と十分な連携をとるように努めること。 

(2) 保育士は、保護者に対して、子どもを対象とした地域の

保健活動に積極的に参加することを指導するとともに、地

域の保健福祉に関する情報の把握に努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (３) 不適切な養育等が疑われる家庭への支援 

ア  保護者に育児不安等が見られる場合には、保護者の希望に応じて個別の支援

を行うよう努めること。 

イ 保護者に不適切な養育等が疑われる場合には、市町村や関係機関と連携し、

要保護児童対策地域協議会で検討するなど適切な対応を図ること。また、虐待

が疑われる場合には、速やかに市町村又は児童相談所に通告し、適切な対応を

図ること。 

 

３  地域の保護者等に対する子育て支援 

(１) 地域に開かれた子育て支援 

ア 保育所は、児童福祉法第４８条の４の規定に基づき、その行う保育に支障が

ない限りにおいて、地域の実情や当該保育所の体制等を踏まえ、地域の保護者

等に対して、保育所保育の専門性を生かした子育て支援を積極的に行うよう努

めること。 

イ 地域の子どもに対する一時預かり事業などの活動を行う際には、一人一人の

子どもの心身の状態などを考慮するとともに、日常の保育との関連に配慮する

など、柔軟に活動を展開できるようにすること。 

(２) 地域の関係機関等との連携 

     ア 市町村の支援を得て、地域の関係機関等との積極的な連携及び協働を図ると

ともに、子育て支援に関する地域の人材と積極的に連携を図るよう努めること。 

イ 地域の要保護児童への対応など、地域の子どもを巡る諸課題に対し、要保護

児童対策地域協議会など関係機関等と連携及び協力して取り組むよう努めるこ

と。 

 

◎市条例第６４号 第６条 

２ 児童福祉施設は、地域社会との交流及び連携を図るとともに、児童の保護者及び地域

社会に対し、当該児童福祉施設の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならな

い。 

 


